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申込場所 

　  現在保育所へ入所されている方：村田保育所 

新規申し込みの方：村田町役場子育て支援課　  

　 

 

　お問合せ先 

子育て支援課　☎ ０２２４－８３－６４０５ 

 

 

村 田 町 

保護者が仕事や病気等の理由で家庭において保育できない

場合に、保護者に代わって保育することを目的として設置さ

れた児童福祉施設です。

保育所とは
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【教育・保育給付認定　⇒　保育の必要性の認定を受けます】 

 

子ども子育て支援制度で保育所・幼稚園等の利用を希望する場合は、『教育・保育給付認定申請』

をして、利用のための「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。 

認定が必要な方は、『教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書』をご提出ください。後

日、『支給認定証』を交付します。 

 

【給付を受けるための３つの認定区分】 

※印は、現在村田町に無い施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 区　分 年　齢 就労形態の一例 保育の必要性 利用できる施設など

 

１号認定 ３歳～５歳

父親　フルタイム 

母親　専業主婦 

（月４８時間未満の就労）

なし

「施設型給付」 

幼稚園 

※認定子ども園（幼稚園部分）

 

２号認定 ３歳～５歳

父親　フルタイム 

母親　フルタイム 

（月４８時間以上の就労）

あり

「施設型給付」 

保育所 

※認定子ども園（保育所部分）

 

３号認定 ０歳～２歳

父親　フルタイム 

母親　フルタイム 

（月４８時間以上の就労）

あり

「施設型給付」 

保育所 

※認定子ども園（保育所部分） 

「地域型保育」 

家庭的保育事業 

※小規模保育事業　　等

１．教育・保育給付認定について

２号・３号給付認定申請する方は次のページのア・イ・ウを確認ください。

２号・３号認定

１



 
 

※入所中であっても、上記の要件に該当しなくなった場合は、退所となります。 

 
 

 

 

【保育の必要量】 

⇒就労等の事由で保育を利用する場合、次のいずれかの利用時間となります。また、支給認定の　　　

「保育標準時間」・「保育短時間」の利用時間は町で認定します。 

 

①「保育標準時間」利用・・・保護者のフルタイム就労等を想定した利用時間 

※保護者のいずれも１か月当たり実働１２０時間以上 

例）１日６時間、週５日勤務　等　 

 

②「保育短時間」利用・・・・保護者の両方またはいずれかがパートタイム就労等（短時間就労等）

を想定した利用時間（１日最長８時間の中で必要となる保育時間）  

※保護者のいずれかが１か月当たり実働４８時間以上 

例）１日３時間、週４日勤務　等 

 

※ 保育を必要となる事由のうち、「就労」「就学」「親族の介護・看護」については、保護者の状

況を書面にて確認し、保育の必要量の認定を行い、「妊娠・出産」「保護者の疾病、障がい」「災

害復旧」「虐待やDVのおそれがあること」については、「保育標準時間」利用の認定とするものと

定められています。また、「求職活動」「育児休業取得」については、その保育の必要性の実態を

踏まえて、「保育短時間」利用の認定とします。  

 

 
①就労 保護者が月４８時間以上の仕事をすることにより、保育できない場合

 
②妊娠・出産

保護者が妊娠・出産により、保育ができない場合 

※入所期間は、産前産後各２か月以内の必要な期間のみ

 
③保護者の疾病・障がい 保護者が病気、負傷または心身に障がいがあるため、保育ができない場合

 
④親族の介護・看護

家族に長期にわたる病人や心身に障がいがある人がいるため、保護者が常時の

看護・介護により、保育できない場合

 
⑤災害復旧

火災、風水害や地震等によりその居住等が損害を受けたため、復旧の間、保育

ができない場合

 
⑥求職活動

保護者が求職活動をすることにより、保育できない場合 

※求職活動による入所期間は３か月以内です。

 
⑦就学 保護者が就学（職業訓練学校等を含む）することにより保育できない場合

 
⑧虐待やＤＶ等により、児童の健全な成長が阻害されるおそれがある場合

 ⑨育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 

※次年度に小学校入学を控えている児童、または、子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる

場合は、待機児童がいない場合に限り継続利用が認められることがあります。

 
⑩その他、上記に類する状態として町長が認める場合

ア 保育を必要とする事由 

イ 保育の利用時間について 

２



利用可能な時間　　１１時間

延長保育 延長保育 

 

【保育標準時間・保育短時間と延長保育の関係】 

保育の必要量により、利用可能時間が「保育標準時間」か「保育短時間」のどちらかに決まります。 

また、「保育短時間」の認定を受けた方は利用可能時間を超える場合には、延長保育を利用することが

できます。 

 

≪例≫ 

【保育時間の区分】 

 

[ 保育標準時間 ]  

 

 

 

 

 

 

[ 保育短時間 ] 

 

　 

 

 

＜保育短時間に認定された保護者の方＞ 

就労時間や家庭の状況等によりやむを得ない事情で決められた保育時間内に送迎ができない

と認められた場合は、延長保育時間内で延長保育を行います。 

※ 入所当初に実施する慣らし保育期間中及び育児休業中の利用の方は、延長保育は利用できません。 

※ 延長保育を利用した場合の延長保育料は無料です。（※村田保育所以外は、入所する保育所等へご確

認ください。） 

 

 
 
 
 

 

① ひとり親家庭 

② 生活保護世帯（就労による自立支援につながる場合等）  

③ 虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 

④ 障がい児（者）がいる世帯 

⑤ 多子世帯（未就学児が３人以上の世帯） 

⑥ 保護者が保育士として勤務している又は勤務予定の場合 

⑦ 兄弟が同時に入所を希望している場合 

（３～５歳児で村田幼稚園へ通う兄弟も同時入所とみなします） 

⑧　家庭の災害の場合（火災・風水害等でその復旧にあたっている世帯） 

⑨　町長が特に調整の必要があると認める場合 

 

7：15 18：15

7：15

利用可能な時間　　８時間 

8：00 16：00 18：15

３

ウ「優先利用」への該当の有無 

① ～ ⑨に該当する場合は、保育利用の優先度が調整される場合があります。



 

【土曜日保育について】 

① 土曜日保育に登録できるお子さんは・・・ 

両親、同居している祖父母・家族全員が土曜日仕事のため保育が必要な場合のみ 

② 登録申し込みは・・・ 

土曜日保育登録申請書・土曜就労証明書（ご家族全員分）を提出 

※登録制ですので、急な出勤や、私的要件（買い物・外出・習い事・学校行事等）でのお預

かりはできません 

　③ 給食は・・・ 

　　 平日保育同様に提供します。 

 

 

 

【保育所等(2号・3号認定)の利用者負担(保育料)について】 

 

０歳児～２歳児…保育料（給食費も含まれます） 

◇ 利用者負担額（保育料）は、市町村民税の課税状況に応じて決定されます。 

○ 保育料は、父母の課税状況の合算に基づき算定します（保育料徴収基準額表（５ページ））。

ひとり親世帯やご兄弟がいる場合など、保育料が軽減される場合があります。 

〇 保護者（父母）の市町村民税額が非課税であり、祖父母等と同居している場合は、所得が高

い同居者（家計の主宰者）の市町村民税所得割額を算定の対象とします。 

　※住民票上の世帯分離をすることにより、保育料が変更となることはありません。 

〇 世帯状況の変更や課税額に変更額があった場合は、速やかに子育て支援課へご連絡のうえ、

変更届を提出して下さい。保育料が変更となる場合があります。 

○ 保育料算定のため、毎年の確定申告又は年末調整を必ず行って下さい。 

 

 

３歳児～５歳児 

◇幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

４



～保育料徴収基準額表（０歳児から２歳児クラス）～ 

 

◎市町村民税所得割額は、父母の合算された額となります。また、父母が非課税で、同居して 

いる祖父母等がいる場合は、所得が高い同居者の市町村民税所得割額を算定の対象とします。 

◎市町村民税所得割額は、税額控除（住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等）前の所得

割額です。 

 

 

 
 
 

 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）

 
階層 

区分
定     義

保育必要量の認定区分

 保育標準時間 保育短時間

 Ａ 生活保護法による被保護世帯 ０円 ０円

 Ｂ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円

 
Ｃ１

市町村民税均等割のみ課税世帯 １０，０００円 ９，８００円

 ひとり親世帯等 ０円 ０円

 
Ｃ２

市 

町 

村 

民 

税 

所 

得 

割 

額

 ４８，６００円未満 １３，４００円 １３，２００円

 ひとり親世帯等 ５，０００円 ５，０００円

 
Ｃ３

 ６０，７００円未満 1５，４００円 １５，０００円

 　　　　　　　　　ひとり親世帯等 ６，０００円 ６，０００円

 
Ｃ４

 ７２，８００円未満 １９，４００円 １９，０００円

 ひとり親世帯等 ８，０００円 ８，０００円

 

Ｃ５
　７７，１０１円未満（ひとり親世帯等） ８，０００円 ８，０００円

  ８４，９００円未満 ２１，３００円 ２０，９００円

 Ｃ６  ９７，０００円未満 ２３，２００円 ２２，８００円

 Ｃ７ １１５，０００円未満 ３０，０００円 ２９，４００円

 Ｃ８ １３３，０００円未満 ３５，０００円 ３４，４００円

 Ｃ９ １５１，０００円未満 ３６，０００円 ３５，４００円

 Ｃ１０ １６９，０００円未満 ４３，０００円 ４２，４００円

 Ｃ１１ ２１３，０００円未満 ４７，０００円 ４６，１００円

 Ｃ１２ ２５７，０００円未満 ５１，０００円 ５０，１００円

 Ｃ１３ ３０１，０００円未満 ５５，０００円 ５４，１００円

 Ｃ１４ ３０１，０００円以上 ６０，０００円 ５９，０００円

５



 
　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

○児童の属する世帯が次に掲げる世帯に該当し、階層区分がC１～C５の一部（所得割課税額

７７，１０１円未満）に認定された場合は、保育料が軽減されます。 

　（１）ひとり親世帯等　 

　（２）次に掲げる在宅障がい児（者）世帯 

　　　 ア．身体障がい者　　　　イ．知的障がい者　　 

ウ．精神障がい者　　　　エ．障がい児（者）年金等受給者 

　　（３）納入義務者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が

認めた世帯 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 

 

 

○Cの各階層における同一世帯から２人以上の就学前児童が複数人同時に、子ども・子育て支

援法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設又は法第２９条第１項に規定する特定地

域型保育事業を利用している場合において、２人目以降についての徴収金は次表第２欄によ

り計算して得た額となります。 

 

 

 

 

 

○均等割のみ課税～所得割課税額が 57,700 円未満の世帯で、生計を同一にしている子ども

の年齢が高い順に 2 人目の子どもの保育料は半額、3 人目以降については無料になります。 

○ひとり親世帯等で、所得割課税額が 77,101 円未満の場合、２人目以降の子どもの保育料

は無料になります。 

 

 

 

 

【町外保育施設等を希望する保護者の方】 

町外保育施設等を希望する場合は、希望する施設の保育内容や認可保育所であるかなどを確

認したうえで、お問合せ先までご相談ください。保護者・児童の状況を確認し、当町と所在す

る市町村との協議により、受け入れ可能となれば利用できます。 

 

 

 

 

 第１欄 第２欄

 １人目 保育料徴収基準額表に定める額

 ２人目 当該児童の徴収基準額×０．５

 ３人目以降 0 円

６

ひとり親世帯等の保育料軽減 

多子世帯の保育料軽減 



 
 

【申し込みから入所決定までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保育所等へ入所するには

「保育所入所申込」 

「教育・保育支給認定申請書」※ 
※新規申込者のみ

●支給認定の認定審査 

●保育所等利用調整

□支給認定の内容を審査し、世帯状況に応じた支給認定を行います 

◇新規入所申込者のみ 
 
□保育所等の定員を超える申込があった場合は、利用調整を行います 

◇利用調整：家庭で保育できない理由による選考基準（P10～12 参照）に 
より、点数の高い順に入所を決定します。

●支給認定の認定結果送付 
※新規認定者のみ 

●入所可否通知送付

□支給認定証を交付します 

◇新しく保育の必要性が認められた方に交付します。（新規申込者のみ） 
 

□保育所等の入所結果をお知らせします 

◇令和７年１２月初旬頃(予定)に「保育所入所承諾書」または「保育所

入所保留通知書（待機）」にて結果をお知らせします。 

※待機となった方は、定員に空きが出た時点で、改めて利用調整をおこない、

入所者を決定します。

７

●保育所等へ入所 

●保育料等の決定

□入　所 

４月１日から入所となります。 

◇入所日より慣らし保育開始（６日間程度）※初めて入所されるお子さんのみ 

※集団生活に入るお子さんにとって、生活環境の変化は、身体的・精神的に

大きな負担となりますので、午前保育を６日間過ごしていただき、問題がな

ければ、その後は１日保育となります。

□入所説明会 

「保育所入所承諾書」にて入所が承諾された方のうち、初めて保育所等に 
通う方のみ対象です。 
◇村田保育所（公立） 

日時及び場所：令和８年２月７日（土）午前９時から　村田保育所　 
※対象となる方へ、後日ご案内を送付いたします。 

◇私立保育所等 
日時及び場所は、各保育所等から連絡があります。

●保育所等での入所説明会 

※新規入所者のみ

□受付期間内に各申請書を提出してください。 

受付期間：令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金） ※土・日・祝日を除く

申 込 先：村田町役場子育て支援課（役場１階） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

※現在村田保育所に入所中で継続して希望の方は村田保育所へ提出して下

さい。ただし、あわせて下の兄弟を新規で入所申込する場合は、兄弟分一緒

に子育て支援課へ提出して下さい。 
※必要書類は８ﾍﾟｰｼﾞを参照の上、全て準備してから提出して下さい。 
※申請時に記入内容を確認しますので、時間に余裕をもってお越し下さい。 
※期日を過ぎて申込をされた場合は、当初申込児童の入所を決定した後に、

空きがある場合に限り、入所を決定します。



【提出書類について】 

　　（１） 教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書　 

（２） 保育所入所実態調査票　※両面記入  

（３） マイナンバー記入用紙　※初めて申込をする方のみ 

（４） 保育ができない状況を確認する書類　 

　　（５） その他　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し（保護者・

児童・同居家族で所持している方）※保育料が減免になる場合があります 

 

※（４）の提出書類について 

①　同居している７０歳未満の家族（祖父母等別世帯・二世帯も含む）の方も、児童を保育できない

ことを証明する書類の提出が必要になります。 

②　お子さんが現在、保育所に入所中の方で、今年度内に、就労先や勤務内容等の変更に伴い、「就 

労証明書」を添付して、変更届を提出された方についても、翌年度申込分として、改めて「就労証 

明書」を提出して下さい。 

③ 自営業、自営業専従者の方の添付書類について 

「就労証明書」の他に、自営業の証明書類（写し）が必要です。 

　・直近の「確定申告書(写し)」、「営業許可証(写し)」、「開業届(写し)」、「登記簿謄本(写し)」

等、自営業を証明するものいずれか１点の添付が必要です。 

※上記のものが添付できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが　

確認できるものを提出して下さい。 

※自営業専従者の方は、事業主の最新の確定申告書（控）（事業専従者の内訳がわかるもの）を 

添付書類として提出してください。 

 

 

 

 保護者の状況 提出書類 該　当　者

 

就労

お勤めの方（会社員等） 

（産休・育児休暇中の方含む）

就労証明書 
※兄弟で同時申込の場合は、一部のみで構いま 
せん（一番上のお子さんに添付して下さい） 父・母・同居の祖父

母・親族※別世帯でも

必要です 
（二世帯住宅も含みます）

 

自営業・自営業専従者の方

就労証明書　及び　確定申告書(写し)等  

下記※（４）の提出書類についての③を 

参照して下さい　

 

疾病等

妊娠・出産
母子手帳の写し 

（出産予定日が分かるページ）
母

 
疾病・障がい 診断書・障害者手帳等の写し 父・母

 
親族の介護・看護等 診断書・障害者手帳等の写しなど

父・母 

同居の祖父母・親族

 
求職活動 求職活動等申告書

父・母 

同居の祖父母・親族

 
就学 在学証明書 父・母
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【入所できる期間】 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間で、保育の必要がある事由に該当する期間入所

できます。ただし、保育の必要がある事由に該当しなくなった場合や、村田町以外に居住することに

なった場合は退所となります。 

 

 

 

 

【村田町に転入予定の方の申込について】 

　現在、町外に在住の方であっても、入所を希望する月内に町内に転入予定のある方について、本町で 

申込を受付けます。 

◇申込要件 

　　保育所入所希望月内に、住民登録を行う予定がある方 

　◇必要書類 

　 申込に必要な書類に加えて、村田町に転入する予定であることが確認できる書類を添付して下さい。 

（例）「土地の売買契約書」、「新築工事請負契約書」、「賃貸借契約書」等の写し 

 

 

 

 

【令和８年５月以降入所の申込受付について】 

入所希望月の２か月前に受付を行います。受付期間は下記のとおりです。空き状況については、　　

子育て支援課までお問合せ下さい。 

※入所開始日は、原則毎月１日からとなります 

 

 

 

 

 入所希望月 受付開始日 申込締切日 入所可否通知送付

 令和８年５月１日 ３月　２日（月） ３月２０日（金） ４月上旬

 ６月１日 ４月　１日（水） ４月２０日（月） ５月上旬

 ７月１日 ５月　１日（金） ５月２０日（水） ６月上旬

 ８月１日 ６月　１日（月） ６月２２日（月） ７月上旬

 ９月１日 ７月　１日（水） ７月２０日（月） ８月上旬

 １０月１日 ８月　３日（月） ８月２０日（木） ９月上旬

 １１月１日 ９月　１日（火） ９月１８日（金） １０月上旬

 １２月１日 １０月　１日（木） １０月２０日（火） １１月上旬

 令和９年１月１日 １１月　２日（月） １１月２０日（金） １２月上旬

 ２月１日 １２月　１日（火） １２月２１日（月） １月上旬

 ３月１日 １月　４日（月） １月２０日（水） ２月上旬
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【入所審査基準について】 

入所児童を決定する際は、申込内容を審査したうえで、保護者の状況を下記の基本点数表及び調整

点数表により合計点を算出し、点数の高い世帯から優先的に入所を決定します。 

定員を超えた場合で、合計点数が同一の場合は、“同一点数時の順位表”により入所者を決定します。 

 （基本点数表）

 
類型 基本点数

 

 

家
庭
外
労
働

外
勤
の
場
合

１日７時間以上（休息時間を除く。 

以下同じ）

月２０日以上 10

 １６～１９日 9

 １５日以下 8

 

１日６時間以上７時間未満

月２０日以上 9

 １６～１９日 8

 １５日以下 7

 

１日５時間以上６時間未満

月２０日以上 8

 １６～１９日 7

 １５日以下 6

 

１日４時間以上５時間未満

月２０日以上 7

 １６～１９日 6

 １５日以下 5

 １日４時間未満（１月の就労時間が４８時間以上の者）の場合 ４

 採用予定者（就労証明書提出有）の場合は上記基本点数より２減点する

 

自
営
業
及
び
農
業
の
場
合

本
人
・
事
業
主

１日７時間以上

月２０日以上 10

 １６～１９日 9

 １５日以下 8

 

１日６時間以上７時間未満

月２０日以上 9

 １６～１９日 8

 １５日以下 7

 

１日５時間以６時間未満

月２０日以上 8

 １６～１９日 7

 １５日以下 6

 

１日４時間以上５時間未満

月２０日以上 7

 １６～１９日 6

 １５日以下 5

 １日４時 間未満 （１月 の就労 時間が ４８時 間以上 の者） の場合 ４

 

協
力
者
（
専
従
者
）　
　
　
　

１日７時間以上

月２０日以上 9

 １６～１９日 8

 １５日以下 7

 

１日６時間以上７時間未満

月２０日以上 8

 １６～１９日 7

 １５日以下 6

 １日５時間以上６時間未満 月２０日以上 7
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協
力
者
（
専
従
者
）

１６～１９日 6

 １５日以下 5

 

１日４時間以上５時間未満

月２０日以上 5

 １６～１９日 4

 １５日以下 3

 １日４時間未満（１月の就労時間が４８時間以上の者）の場合 ２

 事業主が配偶者又は同居者以外の場合 -3

 ※上記の者で事業所が自宅内にある場合 -1

 

居
宅
内
労
働

内
職

１日７時間以上

月２０日以上 7

 １６～１９日 6

 １５日以下 5

 

１日６時間以上７時間未満

月２０日以上 6

 １６～１９日 5

 １５日以下 4

 

１日５時間以上６時間未満

月２０日以上 5

 １６～１９日 4

 １５日以下 3

 

１日４時間以上５時間未満

月２０日以上 4

 １６～１９日 3

 １５日以下　 2

 通
学
そ
の
他

保護者が大学・専門学校・職能訓練学校等に１日８時間・週５日以上通学（在学証明有）の場合 10

 保護者が大学・専門学校・職能訓練学校等に１日８時間・週５日未満通学（在学証明有）の場合 8

 求職中での場合（ハローワーク等の証明）（３か月を限度とする） 4

 

保
護
者
の
健
康
状
態

疾
病
・
負
傷

入院 疾病のための１か月以上入院の場合（入院予定者含む） 10

 
居
宅
内

常時寝たきりで保育が困難と医師が判断した場合（１か月以上） 10

 
上記以外の一般療養で保育が困難と医師が判断した場合（１か月以上） ５

 

 
障　
　

害

身体障害者手帳１級・２級、精神障害者保健福祉手帳１級、養育手帳 A の交付を受けていて、

保育が常時困難な場合
10

 身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳２級、養育手帳 B の交付を受けていて、保育

が著しく困難な場合
8

 身体障害者手帳４級以下、精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けていて、保育が困難な場合 6

 

介
護
・
付
添

入　院　　　　　　　１か月以上にわたり入院している者の付添の場合 9

 通　院 長期にわたり週３日以上通院している者の付添の場合 7

 
施設等付添

週３以上 心身障がい者通園通学（通園証明有） 

付添・介護（診断書有）の場合

7

 週３未満 5

 
居宅内付添

寝たきり老人・心身障がい者（重度）等の常時介護・付添の場合 8

 上記以外の介護・付添の場合 6

 出
産

母が出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産準備又は休養を要する場合 8
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（例）基本点数　⇒　父：外勤１日９時間・月２０日勤務…　１０点 

母：外勤１日５時間・月１６日勤務………７点　　　　合計点数２０点 
　　　調整点数　⇒　兄弟２人入所希望……………………………３点 
 

 

【待機児童となった場合】 

定員に空きが出た時点で、改めて利用調整をおこない、入所者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 

 

 

  （調整点数表）

 　 点数

 

世
帯
の
状
況

母子又は父子世帯の場合（死亡・離婚・別居・行方不明等（証明する書類要）） 20

 家庭の災害の場合（火災・風水害等でその復旧にあたっている世帯） 10

 生活保護世帯の場合（生活保護法による被保護世帯） 5

 保育士等として勤務している又は勤務する予定の場合 5

 その他緊急の場合（要保護児童の観点から福祉的支援を要する場合等） 5

 保育料又は副食費を正当な理由なく滞納している場合 -5

 多子世帯の場合（就学前児童が３人以上の世帯） 3

 障がい児（者）のいる世帯の場合 3

 保育所等に入所を希望する兄弟姉妹が同時に入所をできる場合又は入所を希望する保育所等に兄弟

姉妹が入所している場合
3

 その他町長が特に調整の必要があると認める場合 3

 

 

 （同一点数時の順位表）

 順位 保護者の状況等

 1 保護者の月当たりの平均勤務時間がより長い場合

 2 基本点数が高い順の場合

 
3

保育料算定年度の市町村民税に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額の合計額が低い世帯

 4 待機期間が長い場合
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【申請書等の内容に変更があった場合】 

　入所申込時の家庭状況に変更が生じた場合は、「支給認定変更届」及び「保育所入所に係る変更届」

の提出が必要になりますので、すみやかに子育て支援課へ提出してください。　 

 

① 保護者・児童の住所や氏名・連絡先等が変わった 

② 世帯構成に変更があった（転入・転出・結婚・離婚・別居等） 

③ 保護者・世帯員の仕事が決まった又は辞めた※ 

④ 保護者・世帯員の仕事や勤務先で勤務時間又は就労日数が変わった※ 

⑤ 妊娠が分かり、産前産後休暇の取得日が決まった 

⑥ 母の出産後、育児休業の取得期間が決まった（育児休暇中も継続してお子さんが入所希望の場合）※ 

⑦ その他、申込書に記入した内容等に変更があった時 

※③・④・⑥の場合は、就労証明書を添付して下さい 

※⑤の場合は、出産予定日の分かる母子手帳の写しを添付して下さい 

 

 

 

 

【育児休業中の在園児の継続利用について】 

　保護者が安心して職場復帰できる環境を整えるため、現在、お子さんが保育所に入所中で、下のお

子さんの出産により、育児休業を取得する場合、下記要件を満たす方は、育児休業期間中も継続利用

ができます。 

　 

　　◇要件：①産前休業開始前から、就労を理由にお子さんが保育所に入所していること 

②保護者が育児休業中も就労先の雇用契約が継続していて、出生したお子さんが満１歳 

になる時点で、育児休業終了後に、復職することが決まっている方 

③取得する育児休業が「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 

する法律」その他法令に基づくものであること 

◇利用できる期間：育児休業取得期間（原則、出産したお子さんの１歳の誕生日の月末まで） 

※復職にあたり、出産したお子さんの保育所入所申込をした結果、入所保留（待機）と　　

なった場合は、最長で、出産したお子さんが１歳になる年の年度末まで延長できます。 

◇その他：①出産したお子さんが１歳になる年度内に復職の意思がない場合は、継続利用できませ

ん。その場合は、産後休業が終了する月の月末で退所となります。 

②育児休業開始日までに、変更届と就労証明書を提出して下さい。 

　　　◇利用について：①「短時間認定」（８時～１６時までの利用）となります。 

　　　　　　　　　　②延長保育、土曜日保育の利用はできません。 
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【保育所等一覧】 

 

保育所 

※提供する給食は、アレルギー除去食も対応しています。 

 

 

 

家庭的保育事業所 

　※家庭的保育者の自宅などで家庭的な雰囲気で、少人数を対象にきめ細やかな保育を行います。 

　※給食の提供はありますが、アレルギー除去食には対応しかねる場合があります。その際には、弁当 

持参となります。 

 

 

 

 

 

施設名

所在地 電話番号

受入開始月齢  
定　員 開所時間

 
公

立
村田保育所

村田町大字村田字北塩内１４ 0224-83-2406

１０か月  
５５人

月～土 

7：15～18：15

 

施設名

所在地 電話番号

受入月齢  
定　員 開所時間

 
私

立
保育ルームぽっかぽか

村田町大字村田字町南２８ 0224-83-5372

６か月～２歳児  
３人

月～土 

7：30～18：30

【ご不明な点は下記までお問合せ下さい】 

村田町子育て支援課　　☎ ０２２４－８３－６４０５ 
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